【資料５】

障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島市職員対応要領の改訂について
　
１　広島市職員対応要領（以下「対応要領」という。）について
本市が事務・事業を実施するに当たり、また、職員が障害者に対応するに当たり、障害者差別解消法を遵守し、障害を理由として不当な差別的取扱いを行わないよう、また、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を提供するよう、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」という。）第１０条第１項の規定に基づき、平成２８年３月に対応要領を策定している。
２　対応要領を改訂した経緯（令和７年度）について
    　令和６年４月１日に施行された改正障害者差別解消法と、それに合わせて変更された国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を踏まえ、事業者による合理的配慮の提供の義務化、合理的配慮の提供における建設的対話・相互理解の重要性や合理的配慮の提供と環境の整備の関係について、新たに記載を加えるなどの見直しを行った。
３　変更内容
　・　事業者による合理的配慮の義務化等、障害者差別解消法の改正内容を反映
　・　基本方針からの抜粋箇所について、変更された基本方針の内容を反映
　・　合理的配慮の具体例など一部表現の修正
　・　時点修正
　・　その他（字数削減、文書事務の手引に基づく修正、ページ数、資料番号の修正）
４　改訂時期
　　令和７年５月

５　周知方法
　　庁内へ通知
　　市ホームページへ掲載　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
